
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

                                  ・在宅中でも留守番電話設定                                         

                                  ・防犯機能付き電話機の活用 

                                  ・家族で合言葉を決めておく 

                                                                   (ﾍﾟｯﾄの名前等) 

                                                                ◎不審な電話がかかってきた場合 

                                  には警察に通報して下さい。 

 

 

 

 

  

                           

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                             

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   発行 狭山警察署   
    ℡04 ｰ２９５３‐０１１０  

    宮寺二本木交番                
    ℡04 ｰ２９３４‐１１０１ 

＊ 窃盗事件････････８件 

＊ 人身事故････････８件うち R16以北５件 

＊ 物件事故････････18件うち R16以北６件 

＊ 遺失・拾得･･････13件 

＊ 相談その他･･････25件 

 

 

ご用の方は 
メッセージを 
お願いします 

非通知 

 

 不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も
処罰の対象となります。外国人を雇用する際は在留カードをよく確認してください。 

 不法就労者を発見した場合や雇用しようとする

外国人が不法滞在者であることが判明した場合に

は地方出入国在留管理庁へ通報してください！ 

  就労できる在留資格を有していない外国人で 

  出入国在留管理庁から許可を受けていないのに 

  働くケース 

  出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて 

  働くケース 

  不法滞在者や被退去強制者が働くケース 

 ４月下旬に、宮寺地内のコンビニエンスストアーで、ま

た５月初旬には衣料店から商品が万引きされる窃盗事

件が発生しました。 

 万引きは犯罪です。絶対にやめましょう。 

 

 ５月初旬には、宮寺地内の一戸建て住宅で空巣が発

生しました。夜間や出かける際には、各部屋の窓、玄関

の鍵を確実に閉め、施錠忘れがないか今一度確認しま

しょう。                               

 また防犯グッズや二重ロック等を活用し、犯罪を未然

に防ぎましょう。                                    

 警察では、警戒を強化していますが、不審者を見かけ

た際には、 直ちに１１０番通報をお願いいたします。          


